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Ａ
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る

(            ) 

(         ) 
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れ
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(         ) 

書 き 方 は 裏 面 に 
説明してあります。 

(    ) 

○
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 ( 
作
成
税
理
士 

事
務
所
所
在
地 

（
電
話
番
号
） 

署 

名 

押 

印

この欄には 
書かないで 
ください。 

→ 

郵便物の通信日付印の年月日 確 認 印 課税台帳 番          号

    年    月    日 
 

純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書 
 
 

 
税務署長殿 

住   所 
又は事業所、事 
務所、居所など 

  
職 業 

 

 
 

 
年 

 
 

 
月 

 
 

 
日提出 

フリ

氏  
ガナ

名 

 
○印  電 話 

番 号 

 

 
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付について次のとおり請求します。 

還 付 請 求 金 額還 付 請 求 金 額還 付 請 求 金 額還 付 請 求 金 額                                                 
（下の還付請求金額の計算書の◯34の金額） 

円 

 

純 損 失 の 金 額 の 生 じ た 年 分 年分 

純損失の金額を繰り戻す年分 
（純損失の金額の生じた年の前年分を書きます。） 年分 

還付の請求が、事業の廃

止、相当期間の休止、事業

の全部又は重要部分の譲

渡、相続によるものである

場合は右の欄に記入して

ください。 

請求の事由（該当する文字を

○で囲んでください。） 
     廃 止 
事業の  休 止 
     譲 渡 
相 続    

左の事実の生

じた年月日 
・ ・ 

休 止 期 間 
・ ・ 
・ ・ 

この純損失の金額に

ついて、既に繰戻し

による還付を受けた

事実の有無 

有 ・ 無      

 

還 付 請 求 金 額 の 計 算 書還 付 請 求 金 額 の 計 算 書還 付 請 求 金 額 の 計 算 書還 付 請 求 金 額 の 計 算 書                                                                                    (    ) 

 金 額        金 額       

変 動 所 得 ◯1  円 変 動 所 得 ◯6  円 
総
所
得 そ の 他 ◯2   

総
所
得 そ の 他 ◯7   

所得 ◯3   所得 ◯8   

所得 ◯4   所得 ◯9   

平
成 

年
分
の
純
損
失
の
金
額 

Ａ 

純
損

失
の

金

額 所得 ◯5   

Ｂ 

所得 ◯10   

総  所得 ◯11   総  所得 ◯23   

所得 ◯12   所得 ◯24   

所得 ◯13   所得 ◯25   

Ｃ 

所得 ◯14   

Ｅ 

所得 ◯26   

◯11 に対する税額 ◯15   ◯23 に対する税額 ◯27   

◯12 に対する税額 ◯16   ◯24 に対する税額 ◯28   

◯13 に対する税額 ◯17   ◯25 に対する税額 ◯29   

◯14 に対する税額 ◯18   ◯26 に対する税額 ◯30   

Ｄ 

Ｃ
に
対
す
る
税
額 計 ◯19   

Ｆ 

Ｅ
に
対
す
る
税
額 計 ◯31   

定 率 減 税 相 当 額 ◯20   定 率 減 税 相 当 額 ◯32   

◯19－◯20  100 円未満の端数は切

り捨ててください。 ◯21   

繰

戻

し

額

控

除

後

の

税

額

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◯31－◯32  100 円未満の端数は切

り捨ててください。 ◯33   

純
損
失
の
金
額
の
繰
戻
し
に
よ
る
所
得
税
の
還
付
金
額
の
計
算 

前

年

分

の

税

額

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

源 泉 徴 収 税 額 を 
差し引く前の所得税額  
分離課税の株式等の譲渡所得等 
に対する税額を除きます。 

◯22  
 

純 損 失 の 金 額 の 繰 戻 し 
に よ る 還 付 金 額 
（「◯21－◯33」と◯22のいずれか少ない方の金額） 

◯34  
 

 
（預金口座に振り込みを希望する場合） （その他の場合） 

           郵便局  
 
            

銀 行      
金庫・組合 
農協・漁協 

 
 
          

本店・支店 
 
本所・支所 還 付 さ れ る 税 金 の 受 取 場 所 

        預金 口座番号           

窓口受取りの場合は、郵便局名のみを書いてください。 
通常貯金の  
記号番号                        

切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い

千
円
未
満
の
端
数
は｝
。

別紙１



書 き か た書 き か た書 き か た書 き か た                                

    
1 この請求書は、本年において生じた純損失の金額の繰戻しに

よる所得税の還付の請求をする場合に提出するものです。 

 

2 この請求書は、繰戻しを行う純損失の金額が生じた年分の確

定申告書とともに確定申告期限までに提出してください。 

 

3 この請求書の各欄は、次のように書いてください。 

(1) 「平成「平成「平成「平成    年分の純損失の金額年分の純損失の金額年分の純損失の金額年分の純損失の金額◯◯◯◯1111 ～～～～◯◯◯◯10101010」」」」欄の各欄は、次の

ように書いてください。 

イ 「平成「平成「平成「平成    年分の純損失の金額年分の純損失の金額年分の純損失の金額年分の純損失の金額」欄 

空欄には、純損失の金額が生じた年分の年を書きます。 

口 「Ａ「Ａ「Ａ「Ａ    純損失の金額純損失の金額純損失の金額純損失の金額◯◯◯◯1111 ～～～～◯◯◯◯5555 」」」」欄の各欄 

純損失の金額の内訳を書きます。 

この場合、事業の廃止などの特別な事由により、その年

の前年分に生じた純損失の金額を前々年分に繰戻しをし

ようとする人で、既にその一部を繰り戻した金額があると

き、または廃止などした年分の所得金額から控除した金額

があるときは、これらの金額を差し引いた残りの純損失の

金額を書きます。 

なお、純損失の金額のうちに総所得の損失のほか、次の

所得の損失があるときは、「◯3 」から「◯5 」の各欄の

「   所得」欄に次の所得の名称を書いてください。 

これらの所得が２以上あるときは、◯イ、◯ロ、◯ハの順に

書きます。 

（名称） 

◯イ 分離課税の土地建物等の短期譲渡所得 

・・・・・・・・・「分離短期譲渡」 

◯ロ 分離課税の土地建物等の長期譲渡所得 

・・・・・・・・・「分離長期譲渡」 

◯ハ  山林所得・・・・・・・・・・・・・・・･「山林」 

ハ 「Ｂ「Ｂ「Ｂ「Ｂ    Ａのうち前年分に繰り戻す金額Ａのうち前年分に繰り戻す金額Ａのうち前年分に繰り戻す金額Ａのうち前年分に繰り戻す金額◯◯◯◯6666 ～～～～◯◯◯◯10101010」欄の各欄 

「Ａ 純損失の金額◯1 ～◯5 」欄の純損失の金額のうち

前年分に繰り戻す金額をそれぞれ書きます。 

この場合、「◯8 」から「◯10」の各欄の「   所得」欄

には、「◯3 」から「◯5 」の各欄に記入した所得の名称を書

きます。 

なお、純損失の金額は、その全部を繰り戻さないで、一

部を繰り戻し、残りを翌年以後３年間に繰り越して翌年以

後の所得金額から差し引くこともできます。 

(2) 「「「「前年分の税額前年分の税額前年分の税額前年分の税額◯◯◯◯11111111～～～～◯◯◯◯22222222」」」」の各欄は、次のように書いてく

ださい。 

イ 「Ｃ「Ｃ「Ｃ「Ｃ    課税される所得金額課税される所得金額課税される所得金額課税される所得金額◯◯◯◯11111111～～～～◯◯◯◯14141414」」」」欄及び「Ｄ「Ｄ「Ｄ「Ｄ    ＣにＣにＣにＣに

対する税額対する税額対する税額対する税額◯◯◯◯15151515～～～～◯◯◯◯19191919」」」」欄の各欄 

純損失の金額が生じた年の前年分の課税される所得金

額（分離課税の株式等の事業所得、譲渡所得及び雑所得な

どを除きます。また、既に純損失の金額の一部について繰

戻しをしている場合は、その繰り戻した金額を差し引いた

金額）及びそれに対する算出税額の内訳を前年分の確定申

告書の控えなどから移記します。 

 この場合、純損失の金額が生じた年の前年分の課税され

る所得金額のうちに総所得のほか次の所得があるときは、

「◯12」から「◯14」の各欄の「   所得」欄に次の所得の

名称を書いてください。 

これらの所得が２以上あるときは、◯イ、◯ロ、◯ハ、◯ニの順

に書きます。 

（名称） 

◯イ 分離課税の土地建物等の短期譲渡所得 

・・・・・・・「分離短期譲渡」 

◯ロ 分離課税の土地建物等の長期譲渡所得 

・・・・・・・「分離長期譲渡」 

◯ハ 山林所得・・・・・・・・・・・・・・・「山林」 

◯ニ 退職所得・・・・・・・・・・・・・・・「退職」 

ロ 「源泉徴収税額を差し引く前の所得税額「源泉徴収税額を差し引く前の所得税額「源泉徴収税額を差し引く前の所得税額「源泉徴収税額を差し引く前の所得税額◯◯◯◯22222222」」」」欄 

純損失の金額が生じた年の前年分の源泉徴収税額を差

し引く前の所得税額（分離課税の株式等の事業所得、譲渡

所得及び雑所得などに対する税額を除きます。また、既に

純損失の金額の一部を繰戻しによる所得税額の還付を受

けている場合には、その還付金額を差し引いた金額）を前

年分の確定申告書の控えなどから移記します。 

(3) 「繰戻し額控除後の「繰戻し額控除後の「繰戻し額控除後の「繰戻し額控除後の税額税額税額税額◯◯◯◯23232323～～～～◯◯◯◯33333333」」」」欄の各欄は、次のよう

に書いてください。 

イ 「Ｅ「Ｅ「Ｅ「Ｅ    繰戻し後の課税される所得金額繰戻し後の課税される所得金額繰戻し後の課税される所得金額繰戻し後の課税される所得金額◯◯◯◯23232323～～～～◯◯◯◯26262626」」」」欄の各

欄 

「Ｃ 課税される所得金額◯11～◯14」から「Ｂ Ａのう

ち前年分に繰り戻す金額◯6 ～◯10」を差し引いた金額を書き

ます。 

この場合、「◯24」から「◯26」の各欄の「  所得」欄に

は、「◯12」から「◯14」の各欄に記入した所得の名称を書き

ます。 

なお、その差引きかたについては、一定の順序がありま

すから、詳しくは税務署（所得税担当）におたずねくださ

い。 

口 「Ｆ「Ｆ「Ｆ「Ｆ    Ｅに対する税額Ｅに対する税額Ｅに対する税額Ｅに対する税額◯◯◯◯27272727～～～～◯◯◯◯33333333」」」」欄の各欄 

「◯23］から「◯26」までの各欄の金額について、それぞ

れ純損失の生じた年の前年分の税額表などを適用して求

めた算出税額を書きます。 

なお、前年分の所得税について変動所得及び臨時所得の

平均課税を受けている人は、税額の計算が複雑ですから税

務署（所得税担当）におたずねください。 

(4) 「還付される税金の受取場所」「還付される税金の受取場所」「還付される税金の受取場所」「還付される税金の受取場所」欄には、還付金の支払を

受ける場合に、取引銀行などのあなたの預金口座への振込

みを希望されるときはその取引銀行などの名称（当てはま

る文字を    で囲んでください。）、預金の種類名及び

その口座番号を書いてください。それ以外のときは支払を

受けるのに便利な郵便局名を書いてください。また、あな

たの通常貯金（振替預入契約をしているものに限ります。）

への振込みを希望されるときは、併せてその通常貯金の記

号番号も書いてください。 

 


